
学校番号04                  平成30年度 学力向上を図るための全体計画（様式１）          練馬区立中村中学校 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

指導内容・ 

指導方法の工夫 
教育課程編成上の工夫 

校内における 

研究や研修の工夫 
評価活動の工夫 

家庭や地域社会との連携

の工夫 
小中一貫教育の視点 

学習指導要領の精神と内容に

基づいて習得と活用を図り、言語

活動の充実を図る指導計画を立

てる。 
TT、少人数指導・習熟度別指
導、学力向上支援講師の活用など

を通して個に応じた指導を実践

し、生徒の興味・関心等を喚起す

るようにする。 

土曜授業を有効に使う等、授業

時数の確保に努める。時数にゆと

りをもたせることにより、発展的

な内容を取り扱う時間や反復練

習に掛ける時間を確保する。 
夏季休業中に学習教室を５日

間設定し補充学習等を行う。 
毎日の朝読書により読書活動

を推進する。 

全校体制でＯＪＴを行い、積極

的に指導方法の改善、指導力の向

上に努める。 
授業研究週間を設け、小グルー

プを編成し、互いの授業を見学

後、協議会を開催し、教員相互間

の授業研修に努める。 
各教科内で、指導方法の共有化

を図る。 

研修会、教科部会を開き、評価

方法についての意見交換を行う。 
年間指導評価計画の作成を行

い、評価の規準及び基準や総括の

方法に関する研修に努める。 
年度当初に学校の評価基準に

ついて共通理解を図る。 
年２回の生徒による授業アン

ケートも取り入れる。 

学校公開を複数回行い、地域や

家庭の意見も取り入れる。 
学校関係者評価から授業改善

等を図る。 
学習に必要な基本的生活習

慣・学習習慣の確立に向け、保護

者会や面談、各種便りを通して家

庭と連携し、一層の保護者の理

解・協力が得られるよう努める。 

小中一貫教育実践校として、校

区別協議会を年３回行い、小中教

員間での協議を重ねることで、９

年間を見通した指導方法を共有

化するとともに、教科ごとに９年

間の課題改善カリキュラムを作

成し、生徒の立場に立った分かり

やすい授業を推し進める。 

授業改善策 

の検証方法 
教員相互の授業見学週間を年 1 回実施。生徒の授業アンケートを年２回実施。国の「全国学力・学習状況調査」および都の「児童・生徒の学力向上を図るための調査」、区の「練馬
区立学校学力等調査」を分析する。教科部会で協議する。 

本校の授業改善に向けた視点白白 

学校教育目標 
心身ともに健康で自主的

な人間の育成をめざす。 
○ 自律性を伸ばす 
○ 実践力を身に付ける 
○ 連帯感を深める 

○ 東京都教育委員会の基本方針 
「人権尊重の精神」と「社会貢献の精神」の育成、「豊かな個性」と「創造

力」の伸長、「総合的な教育力」と「生涯学習」の充実、「都民の教育参加」

と「学校経営の改革」の推進 

○ 練馬区教育委員会の基本方針 
人権尊重の精神と社会貢献の精神の育成、豊かな個性と創造力の伸長、家

庭教育の支援と子供たちの健全育成の推進、子供に対する一貫した成長支

援、自然環境の保全と文化遺産の保存・活用・継承 

○ 学校、地域の実態･･･落ち着いた環境 
○ 地域の期待や願い･･･地域に根ざした学校教育 
○ 保護者の期待や願い･･･確かな学力、良好な人間関係の構築 
○ 目指す学校像…『生徒が「賢く仲良く元気よく」安全で安心な
生活を送れる学校』  

○ 育てたい生徒像…『思考力・判断力に富み、実践力のある生徒』
『自分としっかり向き合え、強い心と円滑な人間関係を築くこ
との出来る美しい心をもつ生徒』『健康な身体をもつ生徒』 

道徳教育の指導の重点 
道徳教育推進教師を中心に、道徳の授業を要とし

て各教科やボランティア活動を含めた体験的活動等

の学校教育活動全体を通して、よりよい生き方を求

めて主体的に行動できる道徳的実践力を育成する。 

①人権尊重の精神を基調に、人権教育プログラムを  

活用し、自他の生命を尊重する心・思いやりと感

謝の心を育成する。 

②道徳の時間では副教材や私たちの道徳等を活用し

て心の教育の充実を図り、道徳的判断力や実践力

を養う。 

③道徳授業地区公開講座を充実させることによっ

て、個々の教師の指導力を向上させ、教師と生徒、

生徒相互の心の交流を大切にするとともに、道徳

性を高める。 

特別活動の指導の重点 
様々な集団活動や体験活動の実践を通して、豊かな生活を

築き社会に積極的に参画する力を育成する。また、生徒の「自

己有用感」、「共感的人間づくり」、「可能性の開花」をサポー

トする。 

①学級活動の話し合いの中で言語活動を活性化させ、コミュ

ニケーション能力を高める。また、望ましい人間関係を形

成するとともに、意見を出し合って集団決定する力、会議

を進行する力等を身に付けさせる。 

②生徒会活動や学校行事を通して、生徒一人一人に目標をも

たせ、自主的、実践的態度を身に付けさせる。 

生活指導の指導の重点 
①あいさつの励行、時間を守る、清掃の徹底など、基本的生

活習慣の確立を図る。 

②校内の共通理解の下に、スクールカウンセラー・心のふれ

あい相談員・保護者・地域・関係機関と連携して、問題行

動やいじめなどの早期発見に努める。「練馬区いじめ問題

対策方針」や「学校いじめ防止基本方針」に基づいて、い

じめ解消に向けて取り組むと同時に、生命尊重の視点に立

った教育を推進する。また、いじめ一掃プロジェクトや生

徒会による標語・ポスター募集等を実施することにより、

いじめを未然に防止する。 

③巡回相談員と連携を図りながら、特別支援教育コーディネ

ーターを中心とする校内委員会を活性化させ、教育相談お

よび特別支援教育の充実を図る。登校支援シートを活用し

た不登校や登校しぶりの生徒への支援体制、個別指導計

画・個別の教育支援計画を活用しながら、学校生活支援員

と連携し、配慮を要する生徒への支援体制を確立する。 

④「地震対策の手引き」の活用を始め、災害安全等の視点を

加えた学校安全計画に基づき、各教科での安全学習と特別

活動における安全指導および区一斉防災訓練、町会、消防

団と連携した防災訓練により防災教育を推進する。 

⑤「不審者対応の手引き」を活用し、学校への不審者侵入時

の対応や登下校中の緊急事態への対応、防犯安全器具の効

果的な活用について研修し、子供の安全を守るための活動

を推進する。 

⑥薬物乱用防止を取り上げたセーフティ教室を実施し、地域

と連携して安全指導を推進する。 

⑦各教科の授業において、情報社会の中での情報モラルやマ

ナーを身に付けさせる指導を進める。 

⑧虐待を始めとして問題行動等へ早期対応するため、学校サ

ポートチームを活用し、外部関係機関とも連携を図った取

組を行い、学校や生徒を取り巻く地域の環境を整備する。 

各教科の指導の重点 
①学力向上に向けて、分かりやすい授業を展開し、基

礎・基本の確実な定着を図る活動を行う。学力調査の

結果を踏まえて授業改善推進プランを作成し、指導内

容や指導法の工夫、評価方法の工夫改善を推進する。

教員間の相互研修を行い、授業力の向上に努める。 

②各教科とも、学年間での繰り返しの指導や記録、説明、

批評、論述、討論などの言語活動の充実を図る。 

③指導方法工夫改善加配がある理科と数学では、ＴＴを

活用した授業および少人数の学習集団を編成した授

業、習熟の程度に応じた指導による個に応じた指導を

行うことにより理数教育の充実を図る。 

④授業時数の確認を適正に行い、進度を確認しながら進

める。生徒、保護者には学習指導計画および評価計画

を明確に示し、計画に則った適正な評価・評定を行う。 

⑤長期休業前の三者面談や夏季休業中の学力補充教

室・学習教室等を利用し、学力に課題を抱えている生

徒への支援を行い、確かな学力の定着と向上を図る。

学力向上支援講師やＡＬＴも活用し、放課後や長期休

業中の学力補充教室を開催する。 

⑥学校図書館を整備し、読書活動を推進し、各教科等に

おいて有効活用できるようにする。電子黒板や実物投

影機等のICT機器を使用した授業について研修を深め

る。 

総合的な学習の指導の重点 

①校外体験学習、修学旅行に関連して、「地域、伝統・

文化」について課題を設定し、設定した課題に対して

調査し、まとめ、発表させる。また、創造的に取り組

む態度を育て、課題解決能力を身に付けさせる。 

②合唱コンクールに向けた取組において、大学との連携

により外部指導員を招いて専門的指導を行い、自己表

現力を育成する。 

③地域の事業所、福祉施設、小学校等との連携を図り、

「職場体験」「ボランティア体験」を行う。これらの

ことを通して望ましい勤労観や職業観を育成する。 

進路指導の指導の重点 

①生き方についての自覚を深め、自己を生かす能力を養う。
様々な職業や上級学校について学ぶことを通して、将来の
生き方を考え、自ら進んで進路を選択する力を養う。 
②職場体験などの体験活動を多く取り入れることにより、望
ましい勤労観や職業観および職業に関する知識や技能を
発達段階に応じて育てる。 
③自己の個性を理解し、主体的に進路を選択する能力を育て
る視点に立って、キャリア教育全体計画を改善し、系統
的・計画的・組織的な進路指導（キャリア教育）を推進す
る。 

本校における「確かな学力」 

 本校では、知徳体のバランスのとれた個性の伸長を基にし、

学習指導要領に示された通り、「基礎的・基本的な知識・技

能」を「習得」し、それを「活用」できる力と、「思考力・

判断力・表現力」を育成することが確かな学力をつけること

だと考える。 
○ 知識・技能の習得と活用 
各教科の指導を通して、基礎的･基本的な知識・技能を習

得させ、その知識・技能の活用を図る学習活動を行う。知識･

技能を活用する活動が知識・理解の習得を促進する。 
総合的な学習の時間の体験活動を通して、習得した知識・

技能を発展させた課題解決的な学習や探究活動を行う。 
○ 思考力、判断力、表現力の育成 
 総合的な学習の時間の探究活動を通して、思考力、判断力、

表現力をはぐくむ。知識・技能を活用して課題を解決する際

に、思考力・判断力が活性化される。 
 

 

学校経営計画（授業力向上と学力の定着・向上に関わる要点） 
① 授業力の６つの構成要素の共通理解と、チャイム教卓で授業規律の徹底を図る。            

② ＯＪＴを工夫し、計画的に実施することで授業力向上を図る。 

③ ＴＴ、習熟度別授業等の指導方法の工夫や学習教室、質問教室等を実施することで、確かな学力の定着・向上を図る。 

④ 指導・評価計画を明確に示し、生徒や保護者に説明し、授業評価を行う。                  

⑤ 年間計画・週案・授業時数を照らし合わせ、進度の確認をする。 

⑥ 学力調査の結果を活用して授業改善推進プランを策定し、実践する。 

⑦ 学校図書館ボランティアの方々と共に、図書館を整備し、読書活動を推進して読解力の向上を図り、言語能力を高める。 

自律性 

創造的に取り組む態度 自ら学ぶ意欲と態度 

実践力 

基本的生活習慣・規律ある生活 

連帯感 
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